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議案の訂正について 

令和元年９月定例議会に提出いたしました議案について，下記のとおり訂正します。 

記 

１ 議案  

議案第７２号 鈴鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

２ 訂正理由 

令和元年５月３１日に公布された特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第７号）に誤りが

あったため。 

３ 訂正内容 

訂正箇所 訂 正 後 訂 正 前 

４ページ 

２６行目～

２９行目 

を含む。以下この項において同じ」

を「法第２７条第１項の施設型給付

費をいう。以下同じ」に 

を含む」を「法第２７条第１項の施

設型給付費をいう」に改め，「この項」

の次に「，第１９条及び第３６条第

３項」を加え 

６ページ 

６行目 

教育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用保育を受ける者を含む。） 

除く」とあるのは「除き，特別利用

保育を受ける者を含む 

６ページ 

２０行目 

教育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用教育を受ける者を除く。） 

を除く」とあるのは「及び特別利用

教育を受ける者を除く 



９ページ 

１８行目～

２１行目 

の施設型給付費をいう。以下」とあ

るのは「地域型保育給付費（法第２

９条第１項の地域型保育給付費をい

う。以下この項及び第１９条におい

て 

に規定する施設型給付費をいう。以

下この項，第１９条及び第３６条第

３項」とあるのは「地域型保育給付

費（法第２９条第１項に規定する地

域型保育給付費をいう。以下この項

及び第１９条において同じ。） 

１０ページ 

４行目～ 

６行目 

），第１７条から第１９条まで及び第

２３条から第３３条までを含む。次

条第３項において同じ 

次条第３項において同じ。），第１７

条から第１９条まで及び第２３条か

ら第３３条までを含む 

１１ページ 

６行目～ 

７行目 

特定満３歳以上保育認定子ども 特定満３歳未満保育認定子ども 

１１ページ 

１１行目 

満３歳以上保育認定子ども（令第４

条第１項第２号に規定する満３歳以

上保育認定子どもをいう。） 

満３歳以上保育認定子ども 

 


